
 
遊漁者の皆様へ 
 
沖縄県の水面では、「かに網」等と呼ばれる下図のような漁具の使用はできません。 
沖縄県漁業調整規則により罰せられることがあります。 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
※「釣（つり）」とは、主に釣り糸と釣り針を有する漁具を使用し、水産動物を採捕す
る方法をいいます。 

かに網は釣ではないので、遊漁者の方々は使用できません。 


